
整理
番号

面積
（平方メートル）

備考

1 414.98

2 389.70

3 153.24

4 302.45

5 410.34

6 419.11

7 2,534.68

8 503.95

9 310.51

10 507.54

11 339.60

12 460.51

13 1,743.14

14 209.34

15 66.44

16 162.36

○問い合わせ先：長崎財務事務所・管財課
　電話番号：095-827-7095（内線57、59）

長崎県長崎市油木町286番イ外1筆

長崎県長崎市片淵5丁目1095番3

長崎県長崎市坂本2丁目786番2

長崎県長崎市立岩町88番

福岡県北九州市若松区西畑町12番3

福岡県北九州市小倉北区篠崎4丁目1546番130

○問い合わせ先：佐賀財務事務所・管財課
　電話番号：0952-32-7161（内線2746、2747）

佐賀県唐津市鎮西町菖蒲字菖蒲2763番3

福岡県北九州市門司区清見2丁目2582番14

福岡県北九州市門司区葛葉1丁目18番1外1筆

福岡県北九州市門司区谷町2丁目2116番2

福岡県北九州市門司区長谷1丁目1511番8

福岡県北九州市門司区鳴竹1丁目197番4

福岡県大牟田市花園町13番3外1筆

○問い合わせ先：小倉出張所・統括国有財産管理官
　電話番号：093-561-0481（内線407、416）

福岡県北九州市門司区大字門司字古屋山3270番84

福岡県北九州市門司区花月園2192番12

福岡県北九州市門司区風師1丁目443番8

優遇措置の是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件

　ここに掲載されている物件は、地方公共団体等が、法令上優遇措置が適用できることと規定されている施
設の敷地として本物件の取得等を行う場合に、積極的な有効活用を行う観点から、「優遇措置の取扱いにつ
いて（平成14年3月29日付財理第1169号）」通達において定める優遇措置の是正の対象財産であっても、当該
是正を行うことなく優遇措置を適用できる物件となっております。
  詳細については、各物件の所在する財務事務所等担当課（統括）へ直接お問い合わせください。

所在地

○問い合わせ先：本局・第一統括国有財産管理官
　電話番号：092-411-9043

令和5年10月26日現在



整理
番号

面積
（平方メートル）

備考所在地

17 403.20

18 1,482.49

19 201.63

20 560.62

21 1,259.73

22 2,181.41

23 120.45

24 227.66

長崎県佐世保市宇久町神浦3027番1外1筆

長崎県佐世保市宇久町平3013番2

長崎県佐世保市宇久町平3339番1外1筆

長崎県佐世保市東山町17番2

長崎県佐世保市東山町73番5外1筆

長崎県長崎市西山2丁目33番24

長崎県長崎市春木町421番1

長崎県長崎市若草町444番75

○問い合わせ先：佐世保出張所・統括国有財産管理官
　電話番号：0956-23-3185（内線4612、4613）


